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1－1 

 

１．申請の概要 

廃棄物管理施設において，管理区域で発生するフィルタエレメント，

ウエス，ゴム手袋等の雑固体は，ドラム缶等に封入し，ガラス固化体受入

れ建屋の固体廃棄物貯蔵設備の固体廃棄物貯蔵室に，固体廃棄物として保

管廃棄している。 

再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部の共用に係る変更（以

下「本変更」という。）は，廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備と同じ

機能である保管廃棄能力を有する再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系（以下「第１貯蔵系」とい

う。）を廃棄物管理施設と共用し，廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物

を第１貯蔵系に貯蔵できるようにするものである。（図１参照） 

これにより，廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備の最大保管廃棄能

力の増加を図るものである。 

    

 

 

 

 

： 第１貯蔵系を示す。 

地上１階                地上２階 

図１ 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図 
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1－2 

 

２．変更の内容 

２－１ 共用する範囲 

  廃棄物管理施設の固体廃棄物貯蔵設備と同じ機能である保管廃棄能力を

有し，しゅん工施設である既存の第１貯蔵系を共用範囲とする。 

  また，適合のために必要な既許可で共用済みの設備に加え，第 1 貯蔵系

に係わる火災感知設備及び消火設備並びに放射線監視設備のうち放射線サ

ーベイ機器の一部を共用する。 

【補足説明資料１】 

 

２－２ 廃棄物管理事業変更許可申請書の変更箇所 

 (１) 本文 

 四、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

  Ａ．廃棄物管理施設の位置，構造及び設備に以下を記載 

  ・「イ．廃棄物管理施設の位置」に廃棄物管理施設には，再処理施設を

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の第２低レベル廃棄物貯蔵系が

ある旨を記載 

  ・「ト．その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備」に第１貯蔵

系を再処理施設と廃棄物管理施設とで共用することに伴う設備の追加

及び第１貯蔵系の最大保管廃棄能力を追加する旨を記載 

 

 (２) 添付書類 

・「添付書類二」及び「添付書類八」に共用に伴い担当課を組織図に

追加 

・「添付書類五 １章」に廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合性について記載を変更 
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1－3 

 

・「添付書類五 ７章」の「固体廃棄物の廃棄施設の概要」及び「固

体廃棄物貯蔵設備の概要，設計方針，主要設備の仕様，主要設備，

評価」について共用に関する記載を追加 

・「添付書類六 ２章」に共用に伴い，第１貯蔵系は廃棄物管理施設

の管理区域とするため，管理区域及び周辺監視区域図に管理区域を

設定する建屋として第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を追加 

 

２－３ 廃棄物管理事業変更許可申請書の補正概要 

 (１) 本文 

  四、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

  Ａ．廃棄物管理施設の位置，構造及び設備に以下を記載 

  ・「ヘ．放射線管理施設の設備」に放射線サーベイ機器の一部を再処理

施設と廃棄物管理施設とで共用する旨を記載 

  ・「ト．その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備」に火災感知

設備の一部，屋内消火栓の一部及び消火器の一部を再処理施設と廃棄

物管理施設とで共用する旨を記載 

 

 (２) 添付書類 

  ・「添付書類五 １章」の「火災及び爆発の発生防止」に関する記載を

変更 

  ・「添付書類五 ６章」の「放射線管理施設」に関する記載を変更 

  ・「添付書類五 ７章」の「火災防護設備（消防用設備）」に関する記

載を変更 
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３．廃棄物管理施設から搬出する雑固体及び雑固体を封入した貯蔵容器につ

いて 

 (１)  搬出する雑固体 

廃棄物管理施設から搬出する雑固体は，管理区域で発生するフィルタ

エレメント，ウエス，ゴム手袋等である。 

第１貯蔵系は，これまでも再処理施設の各工程で発生した雑固体を受

け入れており，廃棄物管理施設と同様の雑固体を受け入れていることから，

廃棄物管理施設から搬出する雑固体に対して，第１貯蔵系に保管廃棄する

雑固体や主な放射性物質に変更はない。 

 

 (２) 雑固体を封入した貯蔵容器 

廃棄物管理施設から搬出する貯蔵容器は，第１貯蔵系に保管廃棄して

いる貯蔵容器と仕様を比較し，第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器とし

ても問題ないことを確認している。 (表１参照) 

 

上記より，廃棄物管理施設から搬出する雑固体を第１貯蔵系に保管廃

棄する場合においても，雑固体及び貯蔵容器の取扱いに変更はない。 
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1－6 

 

４．廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合性の

確認について 

４－１ 対象条文の選定 

 本変更による「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「事業許可基準規則」という。）の適合性確認の対象条文は，下

記のフローにより選定する。 

 

 

４－２ 対象条文の選定結果 

  ４－１のフローにより，以下のとおり適合性確認の対象条文又は項を選

定した。 

(１) 適合性を確認する条文又は項 

 本変更により該当する設備や考慮すべき事象があり適合性を確認する

条文又は項は，第二条，第三条，第四条，第五条（第１項），第六条

（第１項及び第２項），第八条，第九条，第十一条（第１項から第３項），

第十六条，第十七条（第２項），第十九条（第３項）となる。 
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1－7 

 

 

(２) 適合性に影響がない条文又は項 

 本変更により，第五条（第２項及び第３項），第六条（第３項及び第

４項），第七条，第十条，第十一条（第４項），第十二条から第十五条，

第十七条（第１項），第十八条，第十九条（第１項及び第２項）につい

ては，本変更に対し該当する設備や考慮すべき事象がないことから，適

合性に影響のない条文又は項である。 

 

 (３) 適合性を確認する関係条文ではない条文 

   第一条は，用語の定義であり，本変更内容から該当しないことが明確

な条文として，適合性の確認は不要と整理した。 

 

   本変更に伴う事業許可基準規則への適合性確認の対象条文の一覧表

（第二条から第十九条）を第１表に示す。 

 

４－３ 適合性の確認方法 

 (１) 適合性を確認する条文又は項 

廃棄物管理施設として適合するために必要な再処理施設の設備又は

運用を明確にすることで，事業許可基準規則への適合性を確認する。 

   適合のために必要な再処理施設の設備又は運用に関し，事業指定基準

規則に適合して安全性が確保されていることを前提とする。 
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1－8 

 

４－４ 適合性確認結果 

 (１) 適合性を確認する条文又は項 

第二条，第三条，第四条，第五条（第１項），第六条（第１項及び第

２項），第八条，第九条，第十一条（第１項から第３項），第十六条，

第十七条（第２項），第十九条（第３項）については，要求事項を満た

すための再処理施設の設備又は運用を明確にすることで，事業許可基

準規則へ適合していることを確認した。 

【補足説明資料２～４】 

 

本変更による事業許可基準規則（第二条から第十九条）への適合性の

確認結果を第２表に示す。 

   

  以上より，本変更は事業許可基準規則に適合していることを確認した。 
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第１表 本変更に伴う事業許可基準規則への適合性確認の対象
条文の一覧表（第二条から第十九条）（1/1）

適合性確認

第二条 遮蔽等 － 〇

第三条 閉じ込めの機能 － 〇

第四条 火災等による損傷の防止 － 〇

第１項 〇

第２項 ▲

第３項 ▲

第１項 〇

第２項 〇

第３項 ▲

第４項 ▲

第七条 津波による損傷の防止 － ▲

第八条 外部からの衝撃による損傷の防止 － 〇

第九条
廃棄物管理施設への人の
不法な侵入等の防止

－ 〇

第十条 核燃料物質の臨界防止 － ▲

第１項 〇

第２項 〇

第３項 〇

第４項 ▲

第十二条
設計最大評価事故時の
放射線障害の防止

－ ▲

第十三条 処理施設 － ▲

第十四条 管理施設 － ▲

第十五条 計測制御系統施設 － ▲

第十六条 放射線管理施設 － ○

第１項 ▲

第２項 〇

第十八条 予備電源 － ▲

第１項 ▲

第２項 ▲

第３項 〇

○：
▲：

通信連絡設備

廃棄施設

条・項

適合性を確認する条文又は項
適合性に影響がない条文又は項

第五条 廃棄物管理施設の地盤

第六条 地震による損傷の防止

第十一条 安全機能を有する施設

第十七条

第十九条
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

共用に関する考え方について 
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補 1－1 

 

１．目的 

 再処理事業所には，事業規則の異なる再処理施設，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設の３事業，３施設がある。集中立地の特徴を活か

し，必要な機能を有する設備を互いに共用することとしている。 

 本資料では，第１貯蔵系について，第１貯蔵系を選定した理由及び共

用する際の共用範囲の考え方について整理する。 

 

２．第１貯蔵系を選定した理由 

   廃棄物管理施設との共用にあたり，再処理施設にて低レベル固体廃棄

物を貯蔵することができる設備は以下である。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 保管対象 施設区分 
廃樹脂貯蔵系 廃樹脂 未しゅん工 

ハル・エンドピース貯蔵系 ハル 
エンドピース 未しゅん工 

チャンネルボックス・ 
バーナブルポイズン貯蔵系 

チャンネルボックス 
バーナブルポイズン 未しゅん工 

第１低レベル廃棄物貯蔵系 
雑固体 

低レベル濃縮廃液の

固化体 
しゅん工 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
低レベル廃棄物貯蔵系 雑固体 しゅん工 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 
（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 
 

低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体 
廃溶媒の処理物 
雑固体の処理物 

雑固体 

第１貯蔵系 しゅん工 

第２貯蔵系 未しゅん工 

第４低レベル廃棄物貯蔵系 
雑固体 

低レベル濃縮廃液の

固化体 
しゅん工 
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補 1－2 

 

上記のうち，以下の理由により第１貯蔵系を選定した。 

 雑固体が保管廃棄できる設備であること。 

 しゅん工施設である廃棄物管理施設の雑固体を保管廃棄する観点

から，同様にしゅん工している設備であること。 

 十分な量の保管廃棄が見込めること。 

 他事業の雑固体を同一の建屋に集約することで以下のとおり管理

が容易になること。 

  ・他事業の廃棄物を複数建屋に保管廃棄する場合，取り違い等が

発生する可能性があるため，建屋を限定することで管理が容易

になる。 

・ＭＯＸ燃料加工施設とも共用している同一の建屋に集約するこ

とで，どの事業の雑固体がどの場所に保管廃棄されているかの

管理が容易になる。 

・将来施設への搬出，運搬も同一建屋から事業単位毎に実施する

ことが容易になる。 

 

３．共用する際の共用範囲の考え方 

（１）共用範囲の考え方 

本変更における廃棄物管理施設が必要とする機能は，雑固体の保管廃

棄能力と同じ機能であり，そのために直接必要とする機能を有する設備

である第１貯蔵系を共用する。 

また，事業許可基準規則に適合するために必要な設備又は運用を明確

にし，必要な設備については，再処理施設と共用する。 

（２）事業許可基準規則に必要な設備 

第1貯蔵系について，事業許可基準規則に適合するために必要な設備

24



補 1－3 

 

について整理すると以下となる。（括弧内は適合に必要な条文又は項） 

（詳細は添付資料１参照） 

・第1貯蔵系（第六条，第十一条第2項，第一七条第2項） 

・第1貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備（第四条第二号） 

・人の容易な侵入を防止できる柵等※（第九条） 

・放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部（第十六条第一

号） 

・個人管理用設備※（第十六条第一号） 

・屋外モニタリング設備※（第十六条第二号） 

※既許可で共用している設備のため，今回の共用範囲としては申請しな

い。 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

遮蔽等（第二条）への適合性の確認結果について
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補 2-1 

１．目的 

「第二条 遮蔽等 第１項 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設

からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減

できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。」

及び「同条 第２項 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要があ

る場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を

低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならな

い。」について適合性を確認する。 

 

２．適合性の確認方法 

本変更において，事業許可基準規則 第二条 第１項及び第２項の要

求が，事業指定基準規則 第三条 第１項及び第２項第一号の要求と同等

であることから，事業指定基準規則の第三条に適合していることをもって，

事業許可基準規則の第二条の適合性を確認する。 

  事業指定基準規則 第三条 第１項の適合性について，本変更に伴う再

処理施設からの放射線（直接線及びスカイシャイン線）による線量評価へ

の影響より確認する。 

  事業指定基準規則 第三条 第２項第一号の適合性について，建屋内の

遮蔽は，遮蔽設計区分に基づく基準線量率を満足する設計としており，遮

蔽設計区分に変更がなければ，適合性への影響はないと判断できるため，

第１貯蔵系を収納する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区分への

影響を確認する。 
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３．再処理施設からの放射線による線量評価への影響 

３．１ 確認方法 

再処理施設からの放射線による線量は，各建屋によってもたらされる

敷地境界における線量を方位ごとに求めたうえで，方位ごとに各建屋の線

量を合算している。その結果，平成４年 12 月 24 日付け４安（核規）第

844 号をもって事業指定を受け，その後，令和２年７月 29 日付け原規規

発第 2007292 号をもって変更の許可を受けた再処理事業変更許可申請書に

おいて，最大となるのは年間約６×10－３ｍＳｖであると示している｡ 

第１貯蔵系を収納する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋によってもたらさ

れる線量の評価においては，保管廃棄される再処理施設から発生する雑固

体を線源とし，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の線量（基準線量率）並び

に最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置に基づき，直接線及び

スカイシャイン線を評価している。 

本変更に伴い，廃棄物管理施設から発生する雑固体を第１貯蔵系に保

管廃棄することから，遮蔽設計区分に基づく貯蔵室内の基準線量率並びに

最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置に変更がないことをもっ

て，直接線及びスカイシャイン線の評価への影響がないことを確認する。 

 

３．２ 確認結果 

  (1)貯蔵室内の基準線量率 

    廃棄物管理施設及び再処理施設の管理区域は，表１のとおり放射線

業務従事者等の立入頻度，立入時間等を考慮して５段階に区分した遮

蔽設計区分を設け，区分に応じた基準線量率を定めている。 

再処理施設の第１貯蔵系の貯蔵室と廃棄物管理施設の固体廃棄物貯

蔵室は，表１に示す遮蔽設計区分が同一のＩ４区分であり，同じ基準
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線量率（500μＳｖ／ｈ以下）で管理する雑固体を保管廃棄するため，

本変更後においても貯蔵室内の基準線量率及び遮蔽設計区分に変更は

ない。 

  (2)雑固体の数量及び配置 

本変更後においても第１貯蔵系の最大保管廃棄能力は変更しないた

め，評価に用いる雑固体（線源）の数量及び配置に変更はない。 

 

以上より，本変更後においても第２低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直

接線及びスカイシャイン線の評価条件に変更はない。したがって，再処理

施設からの放射線による線量（年間約６×10－３ｍＳｖ）に変更はなく，

事業指定基準規則 第三条 第１項に適合していることを確認した。 

 

表１ 遮蔽設計区分と基準線量率 

区    分 基準線量率 

管理区域外 Ｉ１：管理区域外 ≦ 2.6μＳｖ／ｈ 

管理区域内 

Ｉ２：週 48 時間以内しか立ち入らな

いところ 
≦ 10μＳｖ／ｈ 

Ｉ３：週 10 時間程度しか立ち入らな

いところ 
≦ 50μＳｖ／ｈ 

Ｉ４：週１時間程度しか立ち入らない

ところ 
≦ 500μＳｖ／ｈ 

Ｉ５：通常は立ち入らないところ ＞ 500μＳｖ／ｈ 
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４．建屋内の遮蔽設計への影響 

４．１ 確認方法 

３．２ (1)にて，第１貯蔵系の貯蔵室内の遮蔽設計区分に変更がない

ことを確認している。 

貯蔵室周辺の遮蔽設計区分への影響についても確認する必要があり，

貯蔵室の最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及び配置が，貯蔵室周辺

の基準線量率に影響するため，最大保管廃棄能力に基づく雑固体の数量及

び配置に変更がないことにより，基準線量率及び遮蔽設計区分に影響しな

いことを確認する。 

 

４．２ 確認結果 

３．２ (2)のとおり，本変更後においても最大保管廃棄能力に基づく

雑固体の数量及び配置に変更はないことから，貯蔵室周辺の基準線量率及

び遮蔽設計区分に変更はない。 

また，４．１のとおり貯蔵室内の遮蔽設計区分に変更はないことは確

認済みである。 

以上より，本変更による第２低レベル廃棄物貯蔵建屋内の遮蔽設計区

分への影響はない。したがって，事業指定基準規則 第三条 第２項第一

号に適合していることを確認した。 

 

５．適合性の確認結果 

  第１貯蔵系は，本変更後においても事業指定基準規則 第三条に適合し

ていることをもって，事業許可基準規則 第二条にも適合していることを

確認した。 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

安全機能を有する施設（第十一条）への適合性の確認結果について 
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１．目的 

 「第十一条 安全機能を有する施設 第２項 安全機能を有する施設を

他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の

廃棄物管理施設において共用する場合には、廃棄物管理施設の安全性を損

なわないものでなければならない。」について，適合性を確認する。 

  

２．確認方法 

本変更に伴い，事業許可基準規則の各条文への適合性を確認することを

踏まえ，本条文での安全性の確認については，共用による運用を考慮して

も安全性を損なわないことを確認する。 

上記については，保管廃棄する貯蔵容器を第１貯蔵系において安全に取

り扱えること及び保管廃棄するために十分な容量を有していることを確認

する。 

具体的には，以下により適合していることを確認する。 

(1) 第１貯蔵系の共用に対して 

廃棄物管理施設から搬出する貯蔵容器（ドラム缶，ボックスパレット）

と第１貯蔵系に保管廃棄している貯蔵容器を比較し，安全に取り扱うこと

ができることを確認する。 

また，廃棄物管理施設から搬出する貯蔵容器を第１貯蔵系に保管廃棄す

るにあたり，遮蔽設計区分に基づく基準線量率（500μＳｖ／ｈ以下）を

満足するものであることを確認する。 

さらに，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料

加工施設及び廃棄物管理施設の雑固体を搬出することを考慮した場合の保

管廃棄量推移によって，最大保管廃棄能力到達までの期間を求め，廃棄物

管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合と比較しても，十分な容
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量を確保できることを確認する。 

(2) 第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備の共用に対して 

共用する火災感知設備及び消火設備については，第１貯蔵系の床面積及

び保管廃棄する雑固体に変更がなく取り扱う可燃物に変更がないことを確

認する。 

(3) 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部の共用に対して 

第１貯蔵系は，これまでも再処理施設の各工程からの雑固体を受け入れ

ており，廃棄物管理施設と同様の雑固体を受け入れていることから，廃棄

物管理施設からの受入れにおいても主な放射性物質に変更がないこともっ

て，共用する放射線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測定

及び監視できることを確認する。 

 

３．確認結果 

(1) 第１貯蔵系の共用に対して 

廃棄物管理施設で発生する雑固体を封入した貯蔵容器の材料，寸法及び

重量は，第１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器の範囲内であることから，第

１貯蔵系に保管廃棄する貯蔵容器の取扱いに変更がないため，安全に取り

扱えることを確認した。第１貯蔵系に保管廃棄している貯蔵容器と廃棄物

管理施設から搬出する貯蔵容器の比較を表１に示す。 

廃棄物管理施設で発生する雑固体を封入した貯蔵容器については，第１

貯蔵系に保管廃棄する前に貯蔵容器の表面線量当量率を測定し，遮蔽設計

区分に基づく基準線量率（500μＳｖ／ｈ以下）を満足したものを保管廃

棄する。 

また，保管廃棄するために十分な容量の確認を行った結果，再処理施設

から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管
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理施設から発生する雑固体の保管廃棄を考慮した場合においても，最大保

管廃棄能力到達までに6.3年の期間となり，これは，再処理施設において

廃棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合の6.4年と比較し

ても同程度の期間（差異１箇月）であり，十分な貯蔵容量が確保できるこ

とを確認した。（詳細は補足説明資料４を参照） 

(2) 第１貯蔵系に係わる火災感知設備及び消火設備の共用に対して 

共用においても第１貯蔵系の床面積に変更はないこと，及び廃棄物管理

施設から搬出する雑固体は，管理区域で発生するフィルタエレメント，ウ

エス，ゴム手袋等であり，これまで第1貯蔵系で受け入れてきた雑固体と

同様の雑固体であることから，取り扱う可燃物に変更はないため，共用す

る火災感知設備及び消火設備により感知及び消火できることを確認した。 

(3) 放射線監視設備のうち放射線サーベイ機器の一部の共用に対して 

第１貯蔵系は，これまでも再処理施設の各工程からの雑固体を受け入れ

ており，廃棄物管理施設と同様の雑固体を受け入れていることから，廃棄

物管理施設からの受入れにおいても主な放射性物質に変更はないため，共

用する放射線サーベイ機器により第１貯蔵系内の放射線環境を測定及び監

視できることを確認した。 

 

以上より，共用による運用を考慮しても安全性が損なわれないことから，

第２項に適合していることを確認した。 
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第２低レベル廃棄物貯蔵系 第１貯蔵系 

廃棄施設（第十七条）への適合性の確認結果について 
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１．目的 

「第十七条 廃棄施設 第２項 廃棄物管理施設には、十分な容量を有

する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。」につい

て適合性を確認する。 

 

２．確認方法 

本共用により，廃棄物管理施設の雑固体を再処理施設で保管廃棄するこ

とから，再処理施設の保管廃棄に必要な容量を有していることの確認をも

って，廃棄物管理施設における十分な容量の確認をする。 

  再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の保管廃

棄量推移によって，最大保管廃棄能力到達までの期間を求め，再処理施設

において廃棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合と比較し，

十分な容量を確保できることを確認する。 

 評価条件 

これまでの実績値，設計値等から表１に示す条件により最大保管廃

棄能力到達までの期間を算定した。 
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３．確認結果 

再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物並びにＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の受入れを考慮した場合の再処理

施設の保管廃棄量推移（図１参照）のとおり，最大保管廃棄能力(約

82,630本)到達までの期間は6.3年＊(2027年６月満杯)となり，これは，再

処理施設において廃棄物管理施設から発生する雑固体を受け入れない場合

の6.4年と比較しても同程度の期間（差異１箇月）であり，十分な貯蔵容

量が確保できることから第２項に適合していることを確認した。 

＊：事業変更許可申請書には，端数処理し約６年と記載。 

 

なお，第１貯蔵系には，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する雑固体，再処理施設の低レベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設か

ら発生した雑固体及び廃棄物管理施設から発生した雑固体を保管廃棄でき

る。第１貯蔵系の最大保管廃棄能力は，約12,700本(200ℓ ドラム缶換算)

であるが，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する雑固体は，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系にも

保管廃棄でき，再処理施設の低レベル固体廃棄物及びＭＯＸ燃料加工施設

から発生した雑固体は，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系にも保管

廃棄できるため，保管状況に応じて保管廃棄場所が選定されることにより，

第１貯蔵系の空き容量を確保することが可能である。 
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